
令和４年７月２７日 

保護者の皆様 

認定こども園あけぼの幼稚園 

 

登園調整期間中の保育料について 

 

 保護者の皆様には日頃よりあけぼの幼稚園教育推進のため、ご理解とご支援

を頂き誠にありがとうございます。 

 米子市より、新型コロナウイルスによる登園調整期間中の保育料に関する通

知が出ておりますのでお渡しいたします。 

                                   

但し、保育料の減額の対象となるのは３号認定の方の保育料のみです。 

１号認定・２号認定の方は、保育料無償化の為対象外となります。 

尚、保育料以外の上乗せ部分（施設設備費、給食費など）に関しましては、減

額の対象外となりますのでご了承くださいますようにお願いいたします。 

 

 
 

＜対象者＞  ３号認定の方 

 

＜減額の対象期間＞  ・登園調整期間中（令和４年７月２８日から当分の間） 

登園調整期間中にお休みをされる方は出欠把握の為、担任までお知らせください。 

 

還付の時期は米子市より還付額が決定次第改めてご連絡いたします。 

 

不明点などございましたら、お手数ですが職員室までお問い合わせください。 


